
議案第１０５号

1

議案第１０５号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例案

　上記の議案を提出する。

平成２７年２月２４日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

　この条例案を提出したのは，地方教育行政の組織及び運営に関する法律等の一部改正に伴

い，教育長の服務等に関し，関係条例を整備する必要があるによる。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例

　（福岡市職員の公務員倫理に関する条例の一部改正）

第１条　福岡市職員の公務員倫理に関する条例（平成１３年福岡市条例第５３号）の一部を次の

ように改正する。

　　第２条第１項中第３号を第４号とし，第２号を第３号とし，第１号の次に次の１号を加

える。

　　⑵　教育長

　　第２条第２項中「第２号」を「第３号」に，「同項第３号」を「同項第２号に掲げる者に

あっては教育委員会を，同項第４号」に改める。

　　第５条第２項中「企業管理者」を「教育長，企業管理者」に改める。

　（職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正）

第２条　職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和２６年福岡市条例第６号）の一部を次

のように改正する。

　　第１条中「第３５条」の次に「及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年

法律第１６２号）第１１条第５項」を加え，「基き」を「基づき」に，「，規定する」を「必要な

事項を定める」に改める。
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　　第２条中「すべての職員」の次に「，教育長」を加える。

　　第３条各号列記以外の部分中「任命権者」の次に「（教育長にあつては，教育委員会）」

を加える。

　（福岡市職員等旅費支給条例の一部改正）

第３条　福岡市職員等旅費支給条例（昭和２８年福岡市条例第２３号）の一部を次のように改正

する。

　　第３条第１項第１号中「教育委員会委員長」を「教育長」に改める。

　　別表第１特等級の項中「，教育長」を削る。

　（福岡市特別職職員等の給与に関する条例の一部改正）

第４条　福岡市特別職職員等の給与に関する条例（昭和２７年福岡市条例第７号）の一部を次

のように改正する。

　　題名を次のように改める。

　　　　福岡市特別職職員の給与に関する条例

　　第１条中「副市長」の次に「，教育長」を加え，「，常勤の監査委員及び教育長」を「及

び常勤の監査委員」に，「特別職職員等」を「特別職職員」に改める。

　　第２条第１項中「特別職職員等」を「特別職職員」に，

　　第３条第１項中「特別職職員等」を「特別職職員」に改める。

　　第４条第１項中「特別職職員等」を「特別職職員」に改め，同条第２項中「特別職職員

等」を「特別職職員」に改め，「又はこれ」を削る。

　（福岡市特別職職員等退職手当支給条例の一部改正）

第５条　福岡市特別職職員等退職手当支給条例（昭和３２年福岡市条例第４３号）の一部を次の

ように改正する。

　　題名を次のように改める。

「副市長 月額 １,０４０,０００円」を

「副市長

教育長

月額 １,０４０,０００円

月額 ８５０,０００円」
に，

「常勤の監査委員

教育長

月額 ６２０,０００円

月額 ８５０,０００円」
を

「常勤の監査委員 月額 ６２０,０００円」に改める。
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　　　　福岡市特別職職員退職手当支給条例

　　第１条中「副市長」の次に「，教育長」を加え，「，常勤の監査委員及び教育長」を「及

び常勤の監査委員」に改める。

　　第３条第１項中「副市長　在職期間　１月につき　１００分の３８」を

　（福岡市教育委員会委員定数条例の一部改正）

第６条　福岡市教育委員会委員定数条例（平成１２年福岡市条例第２９号）の一部を次のように

改正する。

　　題名を次のように改める。

　　　　福岡市教育委員会組織条例

　　本則中「６人」を「教育長及び５人」に改める。

　（福岡市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正）

第７条　福岡市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例（平成２０年福岡市条例第１９

号）の一部を次のように改正する。

　　本則中「第２４条の２第１項」を「第２３条第１項」に改める。

　（福岡市教育長の勤務時間等に関する条例の一部改正）

第８条　福岡市教育長の勤務時間等に関する条例（昭和２７年福岡市条例第４３号）の一部を次

のように改正する。

　　第１条中「，教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第１６条第２項の規定に基づき」

を削る。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６

「副市長　在職期間　１月につき　１００分の３８

教育長　在職期間　１月につき　１００分の２７」
に，

「常勤の監査委員　在職期間　１月につき　１００分の２７

教育長　在職期間　１月につき　１００分の２７ 」
を

「常勤の監査委員　在職期間　１月につき　１００分の２７」に改める。
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号）附則第２条第１項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は，

この条例第１条から第６条まで及び第８条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は

適用せず，この条例第１条から第６条まで及び第８条の規定による改正前のそれぞれの条

例の規定は，なおその効力を有する。


